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スピンオフ時における新規上場日の見直し

⚫ 現状、スピンオフにより独立した会社（スピンオフ対象会社）は、その効力発生日以後に上場

⚫ スピンオフ元の会社（スピンオフ元会社）における権利落ち日から２営業日の期間が空くことから、
スピンオフ元会社の株主がスピンオフ対象会社の株式の価格変動リスクを負う等の課題が見られる

⚫ スピンオフ元会社における権利落ち日からスピンオフ対象会社を上場可能とするため、所要の制度
整備を実施（上場審査基準の形式要件の判定基準日の見直し、効力発生日より前の当日決済取引の禁止）
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現状、対象会社株式を売買できるのは効力発生日から
（２営業日のタイムラグ）

※ 実務上は、子会社を現物配当によって切り出し、上場に際して公募又は売出し等を行わないケースについて、前倒しが可能となる想定
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新規上場日の前倒しを可能に
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